
１. 誰でも会員になれます。

２.  申込書は自治研センター事務局にあり

ます。会費は個人会員月 1,000 円、賛助会

員月 700 円のどちらかを選び、１年分を

そえてお申しこみください。

３.  詳細は自治研センター事務局

☎ 045（251）9721へご連絡ください。

１.  自治研センターの「自治研かながわ月報」

が送られます。

２.  「月刊自治研」（自治労本部自治研推進委

員会発行・Ａ５版・80 ページ程度・定価

822 円）が毎月無料で購読できます。

３.  自治研センターの資料集が活用でき、

調査研究会などに参加できます。
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 編集後記

　本誌では、鳴海正泰先生が若き日の松下圭一先生を回顧した原稿を扱い、極めて幸運な機会

に恵まれた。お二人は、今日の地方分権思想の基底をなす「自治体学」の実践・普及に意欲的に

取り組まれた偉大な先達として知られるが、壮年期に互いの刺激を受けながら昇華し合い、かつ

固い友情で結ばれる関係にあったことは、自治体関係者の間であまり広く知られてはいない。

貴重なエピソードとの遭遇であった。

　奇しくも編集作業の最中に、日本政治史が専門の研究者により『革新自治体』と題した新書

が発売され、その中で、飛鳥田市政の誕生を革新自治体の時代の始まりとする説が、革新市長

の雄として飛鳥田氏を神格化する動きと結びついた「歴史の偽造」だと指摘する表現を発見し、

いささか憤りを覚えた。自治体研究では、「革新政党」と「革新自治体」の「革新」が示す内容

を異なる文脈で理解する。研究者が歴史を一断面で捉えて分析・評価を行うならば、大局的な

見地と表現にも注意を払うべきであろう。松下先生が「自治体改革」という造語に込めた意味

に思いを馳せ、先生が赤字で埋め尽くした校正原稿を懐かしみながら、人は言葉を洗練する作

業を通じ思考を深めていくもの、という意を強くしている。  

（谷本有美子）
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３．大規模災害と首都圏の課題 
 

(1) 調査結果から見えてきた現実 

これまでに検討してきた阪神・淡路大震災

と東日本大震災における犠牲者への対応、首

都圏の斎場・火葬場の現況分析から見えてき

たことは、東京都(区部＋市町村)や横浜市な

どにおける火葬炉の絶対数の不足が顕著とな

っている中で、首都直下地震のような大規模

災害が発生した場合には破綻状態に陥る可能

性である。 

1) 阪神・淡路大震災の教訓 

第１章で見てきたように、阪神・淡路大震

災で甚大な被害を受けて多数の犠牲者が出た

神戸市では、市内の市立斎場では地震による

建物・施設の被害がほとんどなかった。しか

も政令市の中でも人口に対する火葬炉数で余

裕のあった神戸市３０で、大震災の発生後、

犠牲者への対応が著しく困難になり、結局、

県内や隣接府県だけでなく、東京都、栃木県、

宮城県、宮崎県、鹿児島県など遠方の自治体

の斎場に頼らざるを得なくなってしまった。 

地震発生後の混乱が続く中で、被災地の自

治体では、行方不明者の捜索、収容した遺体

の検案、洗浄・縫合、消毒の措置、一時保存、

身元確認などが実施された。これは、地震後

の混乱の中で遺族等の対応が困難な場合、自

治体側が遺体の埋火葬という応急的な措置を

行うことが決められているからである。建

物・施設の被害がほとんどなくても、職員の

出勤体制、職員の宿泊設備の確保、燃料の確

保、機械・炉メーカーの保守・点検サービス、

柩・骨壺・ドライアイス・花の確保など、被

災地斎場の様々な能力の点で、被災地での火

葬には限界が見えてきた３１。 

神戸の市立斎場でどのように火葬業務が行

われたのかを神戸市の報告書から引用するが、

斎場施設が故障寸前の状況でギリギリの業務

が続いていたことがよく分かる。阪神・淡路

大震災が発生した 1 月 17 日から 2 日経った

19 日の午後から震災犠牲者の火葬業務が始

まった。 

「死亡された方の火葬は死亡後 24 時間以上

を経過しないと出来ないため、震災の翌日か

ら業務は始まったが、本格的には 1 月 19 日

からで･･･。火葬業務の執行にあたっては通

常のように予約制で行った。当初は多数の遺

族が乗用車、軽トラックで直接、遺体を運ん

で来られた。また遺体も最初の 3～4 日は柩

でなく毛布や白布にくるまれているものもあ

った。遺族が直接、斎場に遺体を運んで来ら

れる場合には予約時間より早く来られるので、

予約に係わらず到着分より順次、火葬したが

特段の混乱は生じなかった。････予約制を取

った事で遺族の待ち時間をなくしスムーズに

火葬業務が執行できた。････ 

火葬の受付は早朝から深夜 2時頃までに及

び、火葬業務は、鴇越斎場では午前 6 時 30
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分から最 午後 10 時まで、ほかの斎場も午

前 時から午後 時まで業務を行った。業務

は 1 月 31 日には、ほ が き 2 月 4 日

前後に震災による死亡者の火葬は一応 わっ

た。 ３  

犠牲者の多さと斎場の 能力の限界のた

めに、隣接する県内 の自治体による火葬受

け れでは不 分であり、より 的な遺体

体制の確立と斎場 用が となってい

たことは うまでもない。このようなことを

に、遺族が自力で した分も めて約

1 6 0 人分の火葬 を引き受けたのは県内

自治体と 34 都府県であった。 

2) 東日本大震災が した  

一方、東日本大震災の地震・ によって

大規模な被害を受けた東 県では、甚大な

数の犠牲者が出たが、 部の地方自治体で

は によって大きな被害を受けた斎場・火

葬場もあった。東日本大震災では、燃料の

、 による機能 、地震 ・

による斎場の被害 状 被害 、 路 の

寸 等によって斎場が 用できなくなった。 

のような中で、県内市町村間や 隣県へ

の遺体 だけでなく、宮城県の一部自治体

のように東京都や 県へ遺体が されて

火葬が実施されたとこ もある。また、

宮城県では 的な遺体 と火葬 が間

に合わず、大震災犠牲者の実に 22 1 にあ

たる 2 10 人の遺体の 埋葬 葬が行われ

た。 

生 は、当初、 生上保 が困

難な遺体を 2 の 限で 埋葬することを検

討していた。これは、2 間という時間の経

過によって、遺体の な白骨 ということ

を したものであったが、 月頃から遺族

より 葬を が出てきた。 れによって、

生 の えていた当初の と って、

被災自治体では、2 を経ずして遺体を 葬

することが始まった。 

埋葬されていた宮城県内の遺体は約

をかけて 葬が行われた。災害 には、

埋葬に当たっての の 出の規 はあ

るが、東日本大震災のような 埋葬した遺体

の 葬に いての規 はなかったので、現場

では一時的に混乱も生じた３３。 

東日本大震災の犠牲者数が地 の斎場・火

葬場の対応能力をはるかに上 っていたこと

は事実であるが、被災自治体の斎場はもとも

と 規模のものが多く、火葬への対応能力が

かった。このことが するのは、 来的

に首都直下地震や トラ 地震のような大

規模災害が発生して多数の犠牲者が出るよう

な事態になると、中 規模の自治体では の

対応能力が われ、 生の が困難に

なる可能性があることである。 

3) 首都圏斎場の 不足から見えること 

第 章の首都圏斎場・火葬炉の実数と

とされる火葬炉数の で明らかになったよ

うに、首都圏の 都県にある火葬炉数は 部

で 61 炉(2013 10 月 )であり、首都圏

で とされる火葬炉数 9 炉との間には

2 0 炉というとて もない がある３ 。

まり、大規模災害による甚大な犠牲者の発生

ということを するまでもなく、

の地方から首都圏への の を中 と

した人口 と 日における人口の急 な

のもとで、首都圏の斎場・火葬場の

不足 は に顕 しているのである。 

これは、東京都や神 県に斎場・火葬場

を カ か建設すれ 決できるような不足

数ではなく、 後、 の により死亡

者数が急 してくると 常時における火葬場

の混 がさらに深 して機能 に陥

る可能性が大きいと えられる。もち ん、

現状では一 の斎場・火葬場の建設 や

存施設内での火葬炉の 設が ち上がって

も、建設予 地 の から されな

い 施設として の は く、 し
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い 対運 が きることは容 に できる。 

のような の中で 時に カ も斎場

を建設するというような が実現する可能

性はなく、市 地での たな火葬炉の確保は

絶 的である。首都圏における火葬炉の絶対

的な 不足に する ー により、大規模

災害が発生した場合だけでなく、 来的には

常時においても 火葬の え方のもとで

の行政対応や日本 の「葬斎・火葬

３ のようなこれまでと く発 を えた

取 の 体 が になるということを

している。 

4) 「葬斎・火葬 と大規模災害 

日本 の「葬斎・火葬 は、わが

における が する中で、死亡者数

が急 に し、現 ある の火葬施設で

は火葬数の に対応できなくなるという

来予 のもとに、火葬場不足の を 決す

るアイ アとして火葬施設を備えた の建

や 存 の を したものである。 

の 報告書では、以下のように

ていることは に する３ 。 
「火葬場や斎場は、地 に か ない

施設である。しかしながら、火葬場等は

に不 な施設として 隣 から

もって 遠されていることも事実である。火

葬場や斎場の 規建設や建 えのための ー

ド は、 めて いのが実 である。 
こうした中、 の が 来

に ってきている。やがて ークに するで

あ う火葬等の に対し、どのように応

えるかは、 後の日本にとって大きな

となるであ う。 
とこ で、火葬場は 上施設であるという

を取り った場合、 決 の

が える。すなわち、葬斎・火葬のための施

設として を 用するという えであ

る。  
このような大 な発 の 、すなわち

上施設にこだわるのではなく、 上施設とし

ての 用 火葬 も検討するという

な発 により が えることによって、

地震や などによる大規模災害が発生した

場合の犠牲者への対応 の一 としても

ではないかと えられる。 

後、 における地 の 実な

であるとともに、 不可 の をどう

確保するのかという 点からも 上施設とし

ての 用を検討することが になるで

あ う。 

 

( ) 首都圏の現 と  

1) 阪神・淡路大震災と 火葬 

 阪神・淡路大震災では、これまでに し

てきたように、市内斎場の地震による建物・

設備等の被害はほとんどなく、1 月 19 日か

ら震災犠牲者の火葬が 始されたが、時間が

経過するに れて、 の一 をたどり、市

内斎場だけでは、 ての火葬に対応できない

ことが明らかになってきた。 

震災の早い段 で隣接自治体に対し火葬の

受け れに いて 力 頼を行っていたが、

れだけでは不 分であり、 県を通じて

遺体の火葬に いて 府県への 頼も始めら

れた。 府県での火葬に して、遺体の

段が最も大きな となったが、震災後の

通事 の の中で、自 や 上保

の 力も得られることになり、自 等のト

ラックによる 路の だけでなく、 リ

ーを 用した遺体 も行われたが、

の 数は多くはなかった。３  

阪神・淡路大震災による火葬状況(1 月 31

日現 )を見ると、死亡者の内、市内斎場で

の火葬が約 6 で、 り 4 が 都市斎場で、

の内約 4 以上が県 の斎場で火葬された

ことが明らかとなっている３ 。 

これは、現 で発生する大規模災害で

は 的な火葬を前 と ざるを得ないこと
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を したものである。このように、大規模災

害時における な火葬業務体制のあり方を

検討し、 火葬 を することが め

られるようになってきたのである。 

 2) の 火葬  

 阪神・淡路大震災後に 的に火葬を行わ

ざるを得なかったという実態を受けて、1997

11 月、 生 (現 生 )は 火葬

を取りまとめて通 した３ 。 

 によれ 、災害時の火葬体制に

いては、199 1 月 17 日に発生した阪

神・淡路大震災の経 を まえ、災害対

本 に く 災 本 が 7 月 1 日

に され、 において遺体の 的な

火葬の実施に いての が 設された。 

これを受け、1996 1 月 10 日に 生

災業務 が され、都 府県は、 隣都

府県等と 力し、 的な 点から災害時

における遺体の な火葬を するために、

的な火葬に する 火葬 の

に めることが められることになった。 

一方、市町村には、都 府県が した

火葬 に して、職員にあらかじめ 分

に さ 、災害時における遺体の な火

葬の を 備するように めた ０。 

では、 火葬 を する

上での 点として次のような を取り上

た １。 

(1) 火葬(大規模災害により、

被災市町村が 常時に 用してい

る火葬場の火葬能力だけでは、当

市町村内の遺体の火葬を行うこ

とが不可能となった場合(当 火

葬場が被災して できなくなっ

た場合を 。)において、被災

地の の火葬場を 用して

的に火葬を行うことをいう。以下

じ。 は、都 府県と市町村の

があって初めて に実施さ

れるものであることから、区 内の市町村

と の上、 火葬 を すること。 

(2)  

(3) 火葬の な実施のためには、 隣

都 府県との が不可 であるため、

段 から に 合性のある が

されるように めること。また、

された 火葬 に いては、 隣都

府県と に 報 を行い、 を る

こと。 

(4)   

 これらの 事 の内容から の 火葬

の でいう「 とは、 本的

に都 府県内の市町村間及び 隣都 府県間

の を していたことが分かる。東日本

大震災後に された現 の 災業務 で

も 現こ されているが、 の

に いての前 となる え方に はないよ

うに見える( 「大規模災害時の火葬

を )。 

 しかし、 火葬 の 本方 で「  

火葬が となる場合においては、大規模な

災害の発生により、災害対 本 第 76

の規 に き 通の規制が行われること等

により、死者の遺族が自ら は 人に 頼し

「大規模災害時の火葬図「大規模災害時の火葬」概念図

（出所：厚生労働省「防災業務計画」）
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て遺体を火葬場に することが不可能であ

ることが されるので、 火葬が に

行われるために、遺族による火葬場への火葬

の 頼、遺体の 等を制限し、本 に

き 火葬を実施するもの とした上

で、「･･･ 隣都 府県の では対応が困難

であることが 明した場合等においては、

は被災都 府県 しくは被災市町村の

に き、 の自治体及び火葬場は 火

葬の応 ・ 力の体制を え、 的にこれ

に応えるものとする。 ３と ている。 

こで前 とされる対 は 隣都 府県で

あり、 れが な場合、順次 の自治体

や火葬場の応 ・ 力体制を めることにし

ている。 

 3) 神 県の 火葬  

 神 県の地 災 では、災害時の応

急 対 の一 として、第 4 「保 生、

、遺体の 等に する の中で、

神 県 火葬 ( 料 )に って遺

体の 等を実施するものとしている。 

体的には、「市町村は、遺体の に

いては、 な対応を取るため、神 県

火葬 に める「遺体の取 いに対する

得及び遺体 イドライ に っ

た の 、遺体の の 、遺体の保存

のために な物 の 等を実施するとと

もに、 の 生状態に し･･･また、

に応じて、神 県 火葬 に って県

内及び県 の市町村の 力を得て、 的な

火葬の実施 に めることが められて

いる。 

神 県の地 災 の中でいう神

県 火葬 は、前 の の 火葬

に じて られたものである。ここ

で、神 県 火葬 の を見て

よう。 

神 県 火葬 の 的は、「神

県地 災 及び神 県 に

められた埋・火葬対 の な実施及び遺

体の な取 いを確保するため、県、市町

村及び火葬場設置者が行う き 本的事 を

め、もって被災市町村における 生の

確保及び遺族等の 神的 を ること と

されている。 して、 でいう「災害等

の としては、「大規模災害、 が に対

する 部からの 力 及び イ

等の の大 行 としている。 

「 火葬 の としては、「災害等に

より被災市町村が 常時に 用している火葬

場の火葬能力だけでは、当 市町村内の遺体

の火葬を行うことが不可能となった場合 当

火葬場が被災して できなくなった場合

を 。 において、 に県内の火葬場を

用して 的に火葬を行うこと としている

が、 時に、 の地方自治体との間で 結し

た災害時 応 と 合性を ることも

であるということが されている。 

 「第３ 災害等発生時対応 の中では、

火葬 の設置、 被災状況の 、

火葬の応 ・ 力の 、 火葬場の

り及び 、 火葬 員の 及び

受 、 遺体の取 い、 遺体等の 段

の確保、 口の設置、 災害以 の事

による遺体の火葬、 火葬に係る特 的取

い、 火葬状況の報告、 引取り者のない

骨の保 に いての規 がある。 の中で、

火葬の応 ・ 力の に しては、

「県は、県内の火葬場及び 隣都県だけでは

火葬への対応が困難であると した場

合は、 やかに 生 に対し 隣都県以

の 府県 以下「 の 府県 という。

への応 を 頼する こととしている。 

 なお、神 県は、2014 3 月、 火

葬 の実 性を めるために、神 県葬

業 合・ 日本葬 業 合 合

との間で「災害時における 及び葬 用 の

びに遺体の 等に する
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を 結した。これは、神 県内において災

害 が 用された災害により多数の遺体

が発生した場合、前 の 体に対して、

及び葬 用 の びに 業等の 務の

、 遺体の 等の 力、を めるものと

なっている。 

大規模災害の発生により多数の犠牲者がで

ることを すると、このように 火葬

を し、 間事業者との間で災害時の対

応に する を 結することは当 の方

であるが、東京都や神 県では、大規模災

害が発生した場合、これまで検討してきたよ

うな内容から えて、 分に対応できるのか

どうかは が る。 

4) 火葬 と  

火葬 を える上で、もう一

な を える がある。 れは大規模災

害発生時の である。阪神・淡路大震

災(1 月)や東日本大震災(3 月の東 であり、

点下の日も続いた)では、 で であ

ったため遺体の保存という では いであっ

た。だが、9 月 1 日に発生した 東大震災は、

の しい ・多 の に大規模災害

が発生した 的な事 であった。 

村 著 東大震災 の中では、 東大

震災時の まる と した 状況

に いて に されている 。 

「･･･災害地には、多くの死体が遺 されて

いた。 けた 木のように した 死体が

路上に横たわり、 場を って った人々

の遺体は、一カ に り上っていた。 

 また には、 死者が 物とともに

を 間なくおおっていた。 れらは、路上

の 死体とは なって に け の も

なく、体内に発生した スで一様に くれ上

がっていた。 

 の しい であったので、 れらの

おびただしい死体は、急 に しはじめて

いた。･･･ 

･･･ は、火葬場の 能力の不足を

決する方 として、夜間 用を じていた

常設の火葬場に、 夜の なく 時間火

葬炉の 用を じた。 

 さらに れらの火葬場の炉で 骨が間に合

わなかった場合は、火葬場 地内で

しても えないと した。またこれらの

常設火葬場でも が不可能な場合は、 生

的にも 的にも 障のないと われる場

で火葬してもよいと 令した。 

当時の常設火葬場は、･･･ カ で、 れ

らの火葬場の 骨能力では東京市に 乱する

死体を することは出来ないと されて

いた。 して、 と東京市は、死体を

で さ る以 に の方 はないと

した。･･･ ( 書、231 233 ) 

このように しい時 の した状況

下では、 きのような方 をも取らざるを

得なかったことがよく分かる。 

また、 一著 横浜の 東大震災 も

じように、 東大震災が発生した時の横浜

の 状に いて な を行っている 。 

書の「はじめに られざる横浜の震災

では、「人々の は、 東大地震の大火災で

多数の死者を出した東京にもっ ら けられ

たようだが、神 県、 県など い

に被害が及んでいる。･･･横浜のほうが地震

は東京より しく、 数は東京のほう

が多いが、 も えた では横浜の

ほうが い。 と ている。 
さらに、「地震には れ れ特 があり、

特の被害をもたらす。 東大震災で横浜は

地震も火災も で、 に く、 通機

も破 されて 立し、なかなか の が及

ず、数 の 災者が 置され、当 は

の地 に ってもらう「 しか はなか

った ０と ている点は 的である。 
東大震災時の東京の被害の 状はよく

じられるが、横浜の地震 による被害は東京
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の下町よりもはるかに大きかったのである。 

 首都圏で大規模災害が発生して、火葬場の

被災や 路 の寸 などによって、遺体

と火葬 が にできなかった場合、東日

本大震災時の宮城県のように遺体の 埋葬

葬するような 地がどれだけあるだ うか。 

あるいは、NHK ス 阪神・淡路

大震災 められた決 １で、阪神・淡

路大震災の時に、 生 生 生局(現 生

)から神戸市へ きに する で

の (「 火しかない という 現で)があ

ったということが明らかにされていた。しか

し、当時の神戸市 生局 が の を り、

隣接府県を めた自治体への の を

したという結 が されていた。 

後、 場以 の の い に大規模

災害が発生するという事態を すると、首

都圏の現状ではより な遺体 と火葬に

よる遺体 が になることは明らかであ

り、 火葬 に った か な対

応が められる。 

  

． と  

 

 横浜の 東大震災 の で、 が次

のように っている点をよく えながら、21

のまち くりや地 災を めていく

があるだ う。 

「(横浜)大 の被災地は大震災の れとほ

なるが、 の間の市 地の発 を し

て、一 り大きい。 

･･･ 者には している点も多い。大震

災のときも、大 のときも、 木町一

から 毛の や 保 方 に ようとし

て 中で 死したり、 に る付 で急 な

火災による一 中毒で死んだ人が多か

った･･･。 からの が き けるこれらの

の 一 は だという大震災の教訓

はわずかの市 や の一部にもいわ

として えられていたようで、 保 に い

の付 から、燃えている の

を っ って りの中村町の 発物

に た人たちもいる。だが、 んなこ

とは と えられない時 だった。･･･ 

･･･横浜に いて見ても、大 までに市

が大きく 大し、 都市から 業都市

へと わったが、 れから 60 余 で がっ

た市 は市 地で埋まった。いま予 される

大地震が、 大な市 地にもたらす のあ

る、予 のものも 物 的な被害や、

のなかで されるお れのある 的な不

に、どのように対 するのか、容 なら

を に めておく があ う。 

 0 余 前の 東大震災もできるだけ い

から、 ーを くらずに見て か

なるまい と ていることは に受

け める があるだ う。 

本 で検討してきたように、首都圏の斎

場・火葬場の現状を ー するのではなく

直 すれ するほどに、 の の中で

首都圏の斎場・火葬場が深 な状況に陥って

いるだけでなく、大規模災害の発生による多

数の犠牲者が出るという の すること

に と ざるを得ない。 

火葬場という施設は、 施設として受け

めるのではなく、 の一部として受け

める がある。 後の経 的な と

かさの中で、ほとんど えないようにしてき

た人の死の に いて、大規模災害の発生

という現実を通じて かされたということ

に、21 を生きる たちは え直さざる

を得ないのではないだ うか。 

  

最後に、神 県の 火葬 等に い

て して いた神 県 生局の

に を し上 たいと います。ま

た、首都圏の斎場・火葬場に いての

(2013 10 月)を行った 治 第 19
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生の はるか、 、 して東京

部の斎場・火葬場の ー ド に

した第 21 生の の３ の 生

にお を し上 ます。だが、首都圏斎場・

火葬場に する 内容の ての は

治 にあることは うまでもない。 

 

料 神 県 火葬  
第１  

１ 的 

この は、神 県地 災 及び神 県

に められた埋・火葬対 の な実

施及び遺体の な取 いを確保するため、県、市

町村及び火葬場設置者が行う き 本的事 を め、

もって被災市町村における 生の確保及び遺族

等の 神的 を ることを 的とする。 

  

(1) この において「災害等 とは、大規模災害、

が に対する 部からの 力 及び イ

等 の大 行をいう。 

( ) この に置いて「 火葬 とは、災害等に

より被災市町村が 常時に 用している火葬場の火

葬能力だけでは、当 市町村内の遺体の火葬を行う

ことが不可能となった場合 当 火葬場が被災して

できなくなった場合を 。 において、 に

県内の火葬場を 用して 的に火葬を行うことを

いう。 

３ 本方  

 県、市町村及び火葬場設置者は、災害等により

火葬が になった場合は、この に き

火葬を実施するとともに遺体の取 いに する

ものとする。 

 災害時 応 との 性 

  この は、災害対 本 以下「 とい

う。 第 の 及び第 第 第１ の規

に き の地方 体と 結した 応

等と 合性を り、これらとあいまって な

火葬の実施及び遺体の な取 いに対応するもの

とする。 

第  事前対  ( ) 

第３ 災害等発生時対応  

１ 火葬 の設置 

県は、 火葬が であると した場合は、

火葬 を保 局生 生部 生

に設置 に く災害対 本部が設置されている

場合は、 本部とする。 し、 報の収 及び災害

規模等に応じた応 可能な火葬場の を行い、

的な 火葬を するものとする。 

 被災状況の  

(1) 火葬場を設置する市町及び一部事務 合 以下 

「火葬場設置市町等 という。 は、災害発生後、 

やかに火葬場の被災状況、火葬 員の 及び出

の可能性 びに火葬能力等の を行い、県に報

告するものとする。  

 ( ) 間の火葬場設置者は、前 の報告を行うよう

めるものとする。 

( ) 被災市町村は、災害発生後、 やかに区 内の

死者数の を行い、県に報告するものとする。 

( ) 県は、前 及び( )の報告 びに神 県

災害 報 ス ムにより被害状況を し、

やかに 生 に報告するものとする。 

３ 火葬の応 ・ 力の  

(1) 被災市町村は、 火葬が と したとき

は、 やかに県に対して 火葬の応 を する

ものとする。 

 ( ) 県は被災市町村からの応 は県自らの

により、火葬場設置者及び に応じて 隣都県

に対し、 火葬の応 頼を行うとともに、 生

に の を報告するものとする。 

( ) 県は、県内の火葬場及び 隣都県だけでは

火葬への対応が困難であると した場合は、 や

かに 生 に対し 隣都県以 の 府県 以下

「 の 府県 という。 への応 を 頼する

ものとする。 

( ) 県及び火葬場設置市町等は、県内 は 隣都県

内で災害が発生したときは、 やかに 火葬の応

体制を え、 的に対応するものとする。 

 ( ) 県及び火葬場設置市町等は、 生 より
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の 府県への 火葬の応 があったときは、

的にこれに対応するものとする。 

( ) 間の火葬場設置者は、前 ( )及び( )と 様の

対応に めるものとする。 

 火葬場の り及び  

(1) 県は、火葬場設置者、 隣都県及び の 府県

の 火葬の応 状況を し、被災市町村

とに火葬場の りを行い、これを被災市町村に通

するとともに、応 を した火葬場設置者、

隣都県及び の 府県に対し応 頼の通 を行う

ものとする。 

 ( ) 被災市町村は、県の りに き、遺体 置

及び遺族が保 している遺体に いて火葬場の

りを行い、応 を した火葬場設置者と火葬の

実施方 等に いて を するものとする。 

( ) 被災市町村は、災害等の規模、 通規制状況等

の 常事態のため火葬場が限 されていること等を

遺族に対して 明し、当 市町村が遺体を直接 り

られた火葬場に することに いて を得る

ことに めるものとする。 

 火葬 員の 及び受  

 (1) 火葬場設置者は、当 火葬場の職員が被災した

ために火葬場の ができない場合は、県に対し火

葬 員 の を するものとする。 

 ( ) 県は、火葬場設置者からの に き、 の

火葬場設置者 は 隣都県に対し、火葬 員の

に いて 頼するとともに、 生 に の を

報告するものとする。 

( ) 県は、県内の火葬場及び 隣都県だけでは火葬

員の確保が困難であることが 明した場合は、

生 に の を報告し、 の 府県等の応 を

頼するものとする。 

( ) 県及び火葬場設置市町等は、県内 は 隣都県

内で大規模災害が発生したときは、火葬 員の応

頼を まえ やかに応 体制を え、 的に対

応するものとする。 

( ) 県及び火葬場設置市町等は、 生 より

の 府県への火葬 員の応 があったときは、

的にこれに対応するものとする。 

( ) 間の火葬場設置者は、前 ( )及び( )と 様の

対応に めるものとする。 

 遺体の取 い 

 (1) 死者に対する を することなく、遺体の

な取 いをすることを に行 する。   

 ( ) 被災市町村は、火葬の実施までに時間を する

場合には、遺体数に応じた 分な数の遺体 置 の

確保、遺体の保存のために な物 の 、 業

員の確保など、遺体の取 に係る な措置を

ずるものとする。 

( ) 特に、 性の遺体は、遺体保存 ドライア

イス とともに 過性 体 に収め、 やかな火

葬に いて するものとする。 

( ) 県は前 ( )及び( )の遺体の保存のために

な物 の 及び 業 員の確保に いて、被災市

町村より があったときは、これに応ずるものと

する。 

( ) 被災市町村は、前 ( )により遺体を取 う場合

は、 「遺体の取 いに対する 得及び遺体

イドライ を実施 として行うものとす

る。 

 遺体等の 段の確保 

被災市町村は、火葬場までの遺体保存のための

の 車 及び遺体を火葬場まで する車

は、あらかじめ県 員 の確認を受けた 急通

行車 を用いるものとする。 

なお、 急通行車 が 分に確保できない場合は、

自 、 係業者等の 力を県に するものとす

る。 

 口の設置 

被災市町村は、 火葬を に実施するために

口を設置し、 火葬に係る 報 を行う

ものとする。 

 災害以 の事 による遺体の火葬 

被災市町村は、当 市町村の区 内の自 死、

死等災害以 の事 による遺体の火葬に いても

火葬の対 とし、 口において火葬の を

受付けるものとする。 

1  火葬に係る特 的取 い 
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1  
 

(1) 市町村及び火葬場設置者は、被災市町村が

な火葬 可事務の実施が困難であると認められる場

合には、戸 確認の事後の実施等、実態に応じた事

務 を行うものとする。 

( ) 県は、市町村等から前 (1)に係る があった

ときは、直ちに 生 に し、 の結 を市

町村等に するものとする。 

11 火葬状況の報告 

(1) 被災市町村は、自ら設置する火葬場における火

葬実 及び 隣被災市町村から した 火葬実

を災害等による遺体と の の による遺体と

に区分して、県に日報として報告するものとする。 

( ) 火葬を行った火葬場設置市町等 前 (1)の

報告を行った市町を く。 及び 間の火葬場設置

者は、災害による遺体と の の による遺体と

に区分して、県に日報として報告するものとする。 

( ) 県は、県内の火葬場からの日報をとりまとめ、

生 に報告するものとする。 

1  引取り者のない 骨の保  

 被災市町村は、引取り者のない 骨に いては遺

骨保 等に保 するものとする。 

以下  
                                                  
３０ ・中 一、「火葬炉数から見た阪

神・淡路大震災 中京大 教 第 第

、中京大 、 月、 。 
３１ 神戸市 生局、 阪神・淡路大震災 神戸市災

害対 本部 生部の 、神戸市、1 、

1 1 。なお、 木 ・ ・ 守

・ 方裕 ・ 一著、「大規模災害時におけ

る遺体の 置・埋火葬に する 自 災害

第 、 、 1 も 。 
３  上、1 。なお、被災地 の地方自治体か

ら人的 の し出があったが、神戸市では、

や 業 順が なるほか、市職員の も く、火

葬炉の 時間 が出来ないなどの で った

ということも されている。 
３３ 災害 では、埋葬の 用として、 の

が一人当たり上限約 出されることにな

っているが、東日本大震災で生じたような、 埋葬

後の遺体の り こしによる 葬 用は対 とされ

ていなかった。 
３  治、「大規模災害と犠牲者への対応 中

首都圏斎場の能力と かながわ自治 月報

1 、 神 県地方自治 ー、

1 月、 。 
３  日本 、 「葬斎・火葬 員  

                                                                            
報告書 最 の方のための「葬斎・火葬

うまる の 案 、 月。 
報告書の は、以下のようになっている。 

「１ 「葬斎・火葬 員 に いて 
 「葬斎・火葬 による火葬場不足の 決 
 ３ 実用 に けての検  
 葬斎・火葬 の建  
 葬斎・火葬 の実務 
 葬斎・火葬 事業の 性 
 火葬場及び葬 場(葬 場) 業に わる経  
 しい葬 ス イ の 案 
 まとめ 
 1  あとがき 
 11  料  
３  上、 。 
３  神戸市 生局、1 1 。自 によるトラ

ック 、付き い可能な遺族の人数が限 されて

いたことや 通 ・地 不案内などによる混乱が

あった。一方、 リ ー は との が

な上、遺族が 乗できない、１機に 体

の遺体しか乗 られず 的でないなどの 点も

されていた。 
３  上、1 。 
３  生 、「 火葬 の に いて

生 災業務 、 生 ・ 第 1 、

1 11 月 1 日、1 1 1 。 
０ 上、1 1 。 
１ 上、1 1 。 

 上、1 。 
３ 上、1 。 

 神 県 生局、 神 県地 災

地震災害対 、神 県、 1 月、

1 。 
 上、「 料 (1) 神 県 火葬  、

神 県地 災 地震災害対 、

神 県、 1 月。 
 神 県 者発 料、「災害時における葬

用 の 等に する を 結しました 、神

県、 1 月 日。 
 村 、 東大震災 、1 1 月。

書の「1  死体 ( )の章では、 月

1 日という しい時 に発生した 東大震災の

犠牲者たちの を めた状況が 明に されて

いる。 
 一、 横浜の 東大震災 、 隣 、

月。 
 上、1 。 

０ 上。 。 
１ NHKス 、 阪神・淡路大震災 めら

れた決 、日本 、 月 日 。

なお、 月、 ・ 中 ・ 著

災の決め 「災害 ス ラ ー 阪神・

淡路大震災 められた が日本 から出

されている。

 一、 。 
 

1  
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な火葬 可事務の実施が困難であると認められる場

合には、戸 確認の事後の実施等、実態に応じた事

務 を行うものとする。 

( ) 県は、市町村等から前 (1)に係る があった

ときは、直ちに 生 に し、 の結 を市

町村等に するものとする。 

11 火葬状況の報告 
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３  上、1 。なお、被災地 の地方自治体か

ら人的 の し出があったが、神戸市では、

や 業 順が なるほか、市職員の も く、火

葬炉の 時間 が出来ないなどの で った

ということも されている。 
３３ 災害 では、埋葬の 用として、 の

が一人当たり上限約 出されることにな

っているが、東日本大震災で生じたような、 埋葬

後の遺体の り こしによる 葬 用は対 とされ

ていなかった。 
３  治、「大規模災害と犠牲者への対応 中

首都圏斎場の能力と かながわ自治 月報

1 、 神 県地方自治 ー、

1 月、 。 
３  日本 、 「葬斎・火葬 員  

                                                                            
報告書 最 の方のための「葬斎・火葬

うまる の 案 、 月。 
報告書の は、以下のようになっている。 

「１ 「葬斎・火葬 員 に いて 
 「葬斎・火葬 による火葬場不足の 決 
 ３ 実用 に けての検  
 葬斎・火葬 の建  
 葬斎・火葬 の実務 
 葬斎・火葬 事業の 性 
 火葬場及び葬 場(葬 場) 業に わる経  
 しい葬 ス イ の 案 
 まとめ 
 1  あとがき 
 11  料  
３  上、 。 
３  神戸市 生局、1 1 。自 によるトラ

ック 、付き い可能な遺族の人数が限 されて

いたことや 通 ・地 不案内などによる混乱が

あった。一方、 リ ー は との が

な上、遺族が 乗できない、１機に 体

の遺体しか乗 られず 的でないなどの 点も

されていた。 
３  上、1 。 
３  生 、「 火葬 の に いて

生 災業務 、 生 ・ 第 1 、

1 11 月 1 日、1 1 1 。 
０ 上、1 1 。 
１ 上、1 1 。 

 上、1 。 
３ 上、1 。 

 神 県 生局、 神 県地 災

地震災害対 、神 県、 1 月、

1 。 
 上、「 料 (1) 神 県 火葬  、

神 県地 災 地震災害対 、

神 県、 1 月。 
 神 県 者発 料、「災害時における葬

用 の 等に する を 結しました 、神

県、 1 月 日。 
 村 、 東大震災 、1 1 月。

書の「1  死体 ( )の章では、 月

1 日という しい時 に発生した 東大震災の

犠牲者たちの を めた状況が 明に されて

いる。 
 一、 横浜の 東大震災 、 隣 、

月。 
 上、1 。 

０ 上。 。 
１ NHKス 、 阪神・淡路大震災 めら

れた決 、日本 、 月 日 。

なお、 月、 ・ 中 ・ 著

災の決め 「災害 ス ラ ー 阪神・

淡路大震災 められた が日本 から出

されている。

 一、 。 
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と の の  

 
1 月、 の にわたって

する しい 人であった元 政大 教 の

下 一が亡くなった。 であった。 下

は 1 生まれ、 は 下の 1 1 生

まれである。 人の最初の出 いは、1
の れの 下が 、 が のとき

であった。 
下は 市に出生し、 制 から

東大 部に 教 に し、

・ ック を中 とした 市 政治

の 者であった。 の 下が、どの

ようにして 後日本の自治体 や都市

に をも ようになったのか。 と 下の

のまだ の時 の出 いと

の 事のなかにあったことを、いく かの

ードとともに しておきたい。 

よく られているように 下は政治 者と

して数々の業 を してきた。まず、 下の

生 の 事を の 事 著 人

の 、 1 として した、 下と

の 通の 人である神 大

教 が、 の「発 の のなかで、業

を次のように 約しているのを引用してお

きたい。 
「 生は市 政治 あるいは

の とされる 1 イギリスの ・

ックの を 点に 市 政治

の政治 をおこない、 の

を現 にまで して、 大な 力で 現

市 政治 を された、不 出

の ・ であった。 また、 下

の生 の業 に いて に した大

一著 下 一日本を える トラ スビ

ー、 1 を して きたい。  
また、 は地方分 と市 の 的リ

ー ーの一人であった かりでなく、行政の

実務にも しく、自らも地 の実 に

しており、書斎のなかでの 者にとどま

らなかったとこ に、 の発 の と

力があった。 の 下は生 、現 市 政治

の と分析の数多くの著 を したが、

1 頃から、特に「自治体 ・

都市政 の分 に いて い をもち始

め、 の分 に する著 や実 が多
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くなっていった。 
だが、 の著 のなかでは、 後 の

1 前後の自分自身の の経過

に いて、特に建 たちとの出 いに い

ては っていない。1 前後の の な

著 を前 の 事 の発 次 か

ら して よう。 

 

以上のように、この時 の の著 の発

の多くは 書 と中 からなされて

いる。 下が一 に されたきっかけ

は、1 月 の中 上に発 し

た「日本における大 の に い

ての が ス を わしてからのことで、

以後は の 政治 者として く

られるようになっていった。 して、1
に って、 の取り上 る ー のなか

に、 れまでの を まえた自治体

や運 の著 や発 が多くなる。 
 

1 の の の

治 の地 実 調査 

 
が 下と初めて一 に 事をしたのは、

1 月のことで、 が 、 が

のときである。 は の頃、東 大から

島大の を経て、1 月に 事 大

内 東京大 教 ・事務局

の東京都政 に勤務していた。東京都

政 とは、東京都政をはじめ都市 や

地方自治のあり方を するため、1
1 月に 者・ 者と東京都 が中 に

なって設立された 体である。 は こで

員を務め、いく かの も発 し、中

にも していた。東京都政 の

内容に いては、 の 「 時中 と 後

の 続性をめ って 神 県地方自治

ー 自治 かながわ月報 ・

1 月 を して きたい。 
は 1 1 月に中 部から、

「日本の政治的 の に 下と

んでの を められた。 下とは前 11
月頃に中 部の 本 から され

て、一応 見 りではあったが、まだ深く

をすることはなかった。 
の内容は を 方 に分け、 下

と の 人には 方 の政治の きや市

1  

月「 的 物 と大  

月「日本における大 の  

中

1  

2 月「 の 機 中  

11 月「 れられた 中  

1  

4 月「大 制 中  

  6 月 市 政治 の ( 書・ 書 )

6 月「日本の政治的  

中

  9 月 現 政治の 著・中

1  

月「 運 をどう発 さ るか  

中  

 10 月 大都市における地 政治の  

・東京都政

1 1  

  2 月「自治体 と自治 月 自治  

  3 月「自治体 と  

下 一、 、  

月

3月「 政治 の 中  

月「地 の と  

11 月「 後日本 の 容 中  

1   

4 月「都市 の 来 を る  

下 一、 、 、

報
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の きの 報告を書いて しいとのことで

あった。 の の方 には 政大 の

・ 島 、中 大 の 、 大 の

らの数人の教 や 者が わって

いた。 
1 の日本は、最 に しようと

する日 保 約 対 保

の 的 り上がりの予 をもって、数 前

から大きく時 の が き始めていた。

1 、政府は経 白書のなかで「 後は

った と 、 後の地方自治 を し

て中 体制を し、1 に「

経 を し、 業地 が

され、急 な都市 が 、 村人口は大都

市に 中し始めていた。 
1 には、教職員に対する「勤務

を実施することに日教 の 対運 が に

がり 勤 、また、 の職務

限を大 に する 職務執行 職

の に対しても 的な 対運 が

こるなど 合運 、市 制を めるこ

とに対して 保 を めて に

運 が がっていた。 経 に

けて、 業 ・都市 が 行するなかで、都

市 が し 害 対の市 運 などが

地に がり始めていた。また、 後

の を する が大きくなってき

たのもこの頃からである。 
をはじめ 合も 後の政 や

運 の体 の見直しを られていた。また、

1 月の第 一地方 を前に、

地方に しい地 の 合運 や市

が生まれてきた。1 を前に、日本

は 下がいう「ムラ 村 から

「都市 へと わり始め、 こにさま

ざまな が生じていた。 は

うした しい時 への の の きを

えようと されたのであった。 と 下が

出 ったのは、 後政治と の の

っただ中であった。 
と 下は東京 から夜行 車で、まず

大阪に かった。 は 、 制に いての

を書いている最中だということで、 車

の中では 後の の をめ る

が中 となった。 れに して、ここでち

っとした の 的 への さの

ードを したい。 
人で大阪市内を いていたときのこと、

が大きな をあ て「 見 よ。これ

こ 後 制が大 した だ という

ので見たら、ストリッ 場の 口に、「毛

・ 性 と書いた ス が ってあっ

た。 月には の結 が予 さ

れていたのだ。 して か月後の中

月 には、 の「大 制 が され

て を んだのであった。もち ん、

のなかでは のことには れていない。 
数日をかけて 人で 地の 合

や自治体、地 運 体を リ して

まわった。 下は地 現場の政 や 合

の人たち、自治体・ 運 などの地方政治

の にじかに接するのは初めてのことだと、

を えきれない様 であった。 は に

都政 で ていた、 政の の置か

れている地方自治体の や との 係

の 点、 地でさまざまな や

市 の が こり始めていることを した。

は「 にはこれまで こが けていた と

い を していた。 
リ トは 人で に になって書き

上 て中 に 出した。報告書では次の

ように 後の 業 りの運 に がお

きていること、また、 下がこれまで し

ている日本 における「ムラ を地

で えているのは、地 力者と地方自

治体の い行政と 人 であり、 れに

する市 運 が 地で がってきているこ

とを したものであった。 
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報告書には勤 対 の で ると、

「 の 地の において したことは、

かなりの地 で勤 ・ 職 対の

が地 として 発に しており、 れ

れの地 における 運 の遺 となって

いるということであった。なかでも１ く

にわたって地方 力と対 しなけれ ならな

かった勤 対 の さは、予 とい

ってよいものであった。 地に 教 を

守る 勤 者 などさまざまな

地 の 者 が がってきてい

た。 こでは地 の 合員、一 勤 者、

人、 の などの 数の もない人々

によって えられ、いまなお を けて

いる。 と書いた。 
報告書で予 したように、1 月の

一地方 の結 は、地方に しい きが始

まっていることを すものであった。 市、

市、 市、 方市、 市、大宮市な

ど、これまで保守 であった地方中 都市

に 市 が続々と生まれてきた。 れは

後の 1 の 一地方 で大都市をは

じめ、地方都市にさらに多くの 自治体が

生し、 の後の 自治体時 の けに

ながるものであった。 
  

地 の と自治 の

 

 
1 に り、 保 対をめ る 的

運 が日ましに大きくなっていた。 と 下

は前 の中 の政治 を まえて、

対 運 が に 中するなか、地方だ

けでなく大都市の がどうなっているのか、

とくに東京という大都市の での政治的

を検 して る を じていた。 こで

下の 大都市 地の 区を対 地

区として、 こでの都政と区政、政 や

合、市 の きなどを中 に「大都市にお

ける地 政治の の実態 を、東京都

政 の 事として始める を立ち上

ることとした。 
政大 の 、 大 の 木

も わってくれた。 保 の

が を取り くなかで、政府は「 の

の は 場に 員ではないか とう

いていた。しかし、時 の きは 政治体

制の見直しが められてきた時 に ってい

た。 と 下は中 破の が を取り

いているなかで、 区の に り っ

ていた。 
を通じて最も大都市 地 といわ

れた 区のなかから、大都市におけるムラ

と れを える自治体と地 の実態が

かびあがってきた。 報告のまとめを、

下と 人で神 の に泊まりこんで書いた。 
こうして、報告書の イト の「地

は が、 下が「自治体 と 付

けて、1 1 月に 大都市における地

政治の として出 にこ 着けた。

後政治体制の に対 する政治 とし

て、地 と自治体 の 性を

た最初の であった。 
報告書では、「地 の確立と自治

体 が急務であるとして、次のように書

いた。「地 における の は、

村や地方中 都市 かりではない。東京に

おいてもこの さをはっきりと かまなくて

はならない。東京においても ムラ がある。

での といわれる の も、

地を 通りしているのにほかならなかっ

た。 後、地 を確立し、自治体の

に取り ことは、 後 の

実体 を す 力の の であ

う。これまでな このような方 での が

まれなかったことに いての は、日本

の 力の体 自体の深い と すび

か ならない。  
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から 孝 1 1  1 1  1

ー  

この報告書はす には を なかった

が、 下はす 続けて「自治体 の

や「地 の と などの

を発 し、 の を めた。 のなかで、

は政治 の 点から、「 れは日本の

ないし が、ムラ 亡者として東

京に 中した政治 的リー ーによって

わされたことによる と分析している。 
は 後自治体 日本 、

1 のなかで次のように めくくった。

「このリ ートは、大都市 における

な地 力者を中 としたムラ の存 を

すると 時に、 れに わる しい都市

の と の い のなかに、地

の を見出している。 後の

力が見 としてきた 都市 市 自

治 という が、はじめて自治体政 のな

かに 置 けられ、市 運 がわが ではじ

めて な を受けることとなった。  
なお、「日本の政治的 「大都市に

おける地 政治の 「地 の びき

は 料・ 自治体１ 日本 、

1 に収 されている。この と の

料 は 下、神 、大 前 大 教

、 の 人が 者となり、 自治体に

する が されている。  
 

センターの 孝と タ

ー との  

 
中 の 事と を えて、 下

は東京都政 の に するように

なり、自治体 の本や を 始めてい

た。この頃、 は東京都政を するのに都

市 とくに都市 くりの が だと

えていた。当時のさまざまの都市 に す

る や書物を んでいたとこ 、 発

ーの の数多くの発 に出 い、

の れた見 に を受けていた。 
こで、東京都政 の機 「都政

の への出 を 頼するために、 に

あった 発 ーに を た。

こで ーに まる い建 や

の人たちと り合いになり、 の 間にいれ

てもらった。 の著書に 発

鹿島出 、1 がある。また、

の人物 と業 に いては

ーム 、 1 を して きた

い。  
は 1 1 に東大建 に し、

員で 中 として 下あと

の 島の 地 に立ち って、 の

さを体 している。翌 東大に し、 の

時大 にいた建 下 の とし 
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て 下 を設立した。 下の下で、 島

の の建設の を務めた。 の

後、1 に 検 メ ーの中

として 地を設 している。 
1 には日本で の 界 イ

の事務局 を とめ、 明 的 点から都

市のあり方を く しい都市 ラ ーとし

て を めていた。また、 の には 時

に横浜市内に、政府の 事業

の「こどもの 建設の設 を 当して

いる。 のために、横浜にはなんども足を運

んでいた。 
1 に の下に都市 をめ る

的 を す多くの人 が まってきて、

メ リズム・ ー 部 「メ

リズム は、生物 で「 を

する。 を結 した。メ リズムとは、都

市を の都市のような 的、 的なも

のとは えず、生々発 する都市と のあ

り方を え、 にはまった 合 を

する 点に立 ものであった。 事務

は の ー の り場であった。 して

は 1 1 に、 に都市 くり 者

の「 場 として「 発 ー を

設立していた。 
こには 建 の で建

の をはじめ、 建 の大

、 訓、 、大 人、 章、

ラ ック・ イ ーの 、 業

イ ーの 、経 の下

、朝日 員の木 など、 の

からメ リズムの建 や イ

ーなど多 々の い たちが まっ

ていた。後に横浜市の しい都市 の

ための「 大事業 の 本 くりに

してくれたのもこの人たちである。 村

明とともに横浜の都 部の 路に埋めた イ

の 案内 の イ を 当し、さらに市

地下 の の イ もおこなったの

は である。 
は 1 1 頃都市 を するため

に、 下を 発 ーの 間にはいる

よう い、 に を した。 はす

ー内に を ー に自治体

を し、さまざまな人たちを して

くれた。 では れ れのメ ーが都

市 を じてくれた。 下と は の都

市 や イ に いての の か

力ある「都市や建 に する と、メ

ーたちの しい都市 に きと ものが

大きかった。 らとの は 下にも ッ

クであった。政治 や を中 にし

てきた にとって、都市 や建 、都市

イ という分 は初めての体 であった。 
特に 下は れ以後「都市の と イ

という分 にす く をもち始めた。

して、 イス・ ード、 ・ ビ

、 下 、 ビ ・リ など建

・都市 係の本や を な いで ん

で、 から が ちる いをしたと に っ

たものであった。 
特に が をもったのが、1 に

界中の建 たちの で

くられ、 の後の都市 くりの規 として、

都市 のあり方を した にわたる

「ア 章 と、 れに対する「 ーム

1 の であった。後の「 ビ ・

ム の発 を生 出す の一 となっ

たといえるのではないかと は っている。 
こうして都市政 や建 、 イ のあり

方に始めて めたのは 下が のこの

時 であった。 下が自分の発 と

の 的経過を り った 自治体 ・

との対 政大 出 局、 1
と 次 に発 された著 の経過で るよう

に、 ックの市 政治 を 本にした政治

のなかに、自治体 と都市政 が結び

いていくようになっていく。 
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け えると、 村明が大阪の を め

て 発 ーの の下に 部 と

して るため、横浜に ってきたのは 1
の れであった。 下と と 村との最初

の出 いである。 村は の後、1
に横浜市の都市 くりの中 である

部 として 市 に えられる。 の業

に いては、 村明 都市 ラ ー・

村明の い 出 、 を

されたい。  
また、 下は 保 のあと で

りあった 性たちの地 市 運 の実 にも

をもち、 と 人で ・ など

の 性たちを中 にした「 市 の に

し、さまざまな地 をともにした。

の 大、 区のまち くり、

とくに児 などであった。また、

たちの「どん りの とも しく

付き合っていた。 こから 1 1 に東京都

政 と 下の 執 地 の 引

き を発行している。 
の頃の は に明け れた生 から

された 分で、実に生き生きとしていた。

して 下は大 などの政治・

だけでなく、地 の実 と市 生 の実

にも い を ようになった。後の

の地 への と特に 性の と運

に いての はこの体 があったからだと

う。 
うした経 が、さらに の東大教

の らともに、1 に 市 に

なった後 市 の下で市

の地 くり都市 くりの中 になり、

「 市 の実 に な

がっていったのであ う。 
 

 

 

 

の の 題と 自治

との  

 
の都市 への のなかで、

は 後の 運 からの が

められ始め、 しい政治 を模索してい

た最中であった。ようやく のなかに

しい「 が がり始めた。数 前

から があった の 員はじ

めとして、書 局の ラスと

れた 島 、 、 らが

下に を めてきた。 たちも らの

内の に 待し、 下は急 に の

しい ー と を深めていった。一方、

自治 も自治 を し、 れまでの

「自治体 から「自治体 へと、

との を すようになっていた。 
1 1 1 月に、日本 の 月 ・

の 月 の を、 下と

の と の 人で「自治体 と

の をおこなっている。 し

て 1 1 に は特に 下の い きか

けもあって「自治体 を、初めて運 方

に取り れた。 
さらに 1 、 下は から

政治 地方政治 の を 頼さ

れ、当時機 局にいた神 大

教 が 実務を 当し、 も一 に

事を っていた。 の時、 下から

を受けた。 れは 機 局から、

に り 機 「 報 の にな

ってくれないかとの をされたというので

ある。 下は東大の 生時 に「東大 生

の をやっており、日頃、「

報 の に いてアド イスをしていたこ

とも の一 であった。 は受けようかど

うしようかと っているが、どう うかとい

う な であった。 
は 1 1 の の運 方 に「自治

 

て 下 を設立した。 下の下で、 島

の の建設の を務めた。 の

後、1 に 検 メ ーの中

として 地を設 している。 
1 には日本で の 界 イ

の事務局 を とめ、 明 的 点から都

市のあり方を く しい都市 ラ ーとし

て を めていた。また、 の には 時

に横浜市内に、政府の 事業

の「こどもの 建設の設 を 当して

いる。 のために、横浜にはなんども足を運

んでいた。 
1 に の下に都市 をめ る

的 を す多くの人 が まってきて、

メ リズム・ ー 部 「メ

リズム は、生物 で「 を

する。 を結 した。メ リズムとは、都

市を の都市のような 的、 的なも

のとは えず、生々発 する都市と のあ

り方を え、 にはまった 合 を

する 点に立 ものであった。 事務

は の ー の り場であった。 して

は 1 1 に、 に都市 くり 者

の「 場 として「 発 ー を

設立していた。 
こには 建 の で建

の をはじめ、 建 の大

、 訓、 、大 人、 章、

ラ ック・ イ ーの 、 業

イ ーの 、経 の下

、朝日 員の木 など、 の

からメ リズムの建 や イ

ーなど多 々の い たちが まっ

ていた。後に横浜市の しい都市 の

ための「 大事業 の 本 くりに

してくれたのもこの人たちである。 村

明とともに横浜の都 部の 路に埋めた イ

の 案内 の イ を 当し、さらに市

地下 の の イ もおこなったの

は である。 
は 1 1 頃都市 を するため

に、 下を 発 ーの 間にはいる

よう い、 に を した。 はす

ー内に を ー に自治体

を し、さまざまな人たちを して

くれた。 では れ れのメ ーが都

市 を じてくれた。 下と は の都

市 や イ に いての の か

力ある「都市や建 に する と、メ

ーたちの しい都市 に きと ものが

大きかった。 らとの は 下にも ッ

クであった。政治 や を中 にし

てきた にとって、都市 や建 、都市

イ という分 は初めての体 であった。 
特に 下は れ以後「都市の と イ

という分 にす く をもち始めた。

して、 イス・ ード、 ・ ビ

、 下 、 ビ ・リ など建

・都市 係の本や を な いで ん

で、 から が ちる いをしたと に っ

たものであった。 
特に が をもったのが、1 に

界中の建 たちの で

くられ、 の後の都市 くりの規 として、

都市 のあり方を した にわたる

「ア 章 と、 れに対する「 ーム

1 の であった。後の「 ビ ・

ム の発 を生 出す の一 となっ

たといえるのではないかと は っている。 
こうして都市政 や建 、 イ のあり

方に始めて めたのは 下が のこの

時 であった。 下が自分の発 と

の 的経過を り った 自治体 ・

との対 政大 出 局、 1
と 次 に発 された著 の経過で るよう

に、 ックの市 政治 を 本にした政治

のなかに、自治体 と都市政 が結び

いていくようになっていく。 
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体 の 性を取り れさ たという

を じているし、 書 との 係

からも 下に れないというのであった。神

も した３人の で、 はこれからも実

を まえた 者の立場を く きだと

く 対した。 の頃、 の内部には 下

が書 局に ってくる うだという が き

と 待をもって されていた。神 と の

見 かりではないだ うが、結局 は って、

のうち が のなかで 数

となり、 の は消えてしまった。しかし、

下は当時 に んでいたのであった。こ

れは が 1 のときで、これで の後の

の 者として き がはっきりしたとい

っていいと う。 
もう一 、 しておきたい出来事があっ

た。 れは 1 1 の れに、自治 の自治

のメ ーから と 下に いたい

という があった。場 は 町の

の ード下の であった。当時 通

大の 一教 の 、数人の人たちが待って

いた。 は 下を自治 に して

いたいのだが、これまでの市 に え

てもっと自治 の 点も れてくれるなら 、

メ ーに してもいいのだがとい

うことであった。 
当時の自治 は京大の島 教 が

中 になって され、どちらかというと

の 者が多かった。 で市

と市 運 の認 に いて い が始ま

った。 下の態 ははっきりしていた。 し

合いはもの れになり、 は 後自治

には 来とも絶対 しないと に ん

だ。 にも も うし といっていたが、

は都政 の職員として うはいかなかっ

た。事実、 は の後、 く、 自

治 の として することはなかった。 
1 月の第 一地方 で、東

京都 事 では保守の東 と から

県 事だった阪本 が 者となり、 と

下は の都 対に ることを され、

月中一 に 運 に わり、東京中を

りまわっていた。阪本はだめだったが、大阪

市、京都市、 市を始め、東京では

市、 布市など中都市に前 よりもさらに

多くの 市 が 生した。横浜では

の 一 が横浜市 に当 した。 
して 月にはいり、 、 市

から に があって、横浜市にはいって一

にやってくれないかということであった。

と とは の の応 をしたと

き、一 だけ があっただけであった。

は 、 、中 部の 人た

ち、 してなによりも 下と して横浜市

に ることとなった。 は「 市政を

応 してやるからやれ 、 下は「 は

で るから、 は現場で ってくれ。

の 案する一 人市 を さ

と ましてくれた。 が 1 の時である。 
は横浜市にはいるとす 、 を

市 に した。また、 発 ー

に まる建 や イ ーたちに横浜にき

てもらい、 を もおこなった。

は 急におこなう き、いく かの 案を

にしてくれた。後に 発 ーの人た

ちは 、 大事業の くりを ってく

れた。 
して、1 には 、 村、

と の 人で、横浜の都市 と

なる 大事業 くりを、なんども し合うこ

ととなるのであった。 大事業 の 体

は、 の発案であった。 のことに

いては、 の「 大事業まち くりの政 立

案過 、神 県地方自治 ー

自治 かながわ月報 1 1 月

を て きたい。 のなかに、「 大事業は

にたとえていうと、 横浜市 が

、 ・ リ は 発 ー
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、 出と は 村明、 置は

という ームによってできたといえるだ う

と書いた。  
下は が するとよく横浜にきてくれ

るようになり、横浜市大の 一教 をは

じめとする 者 ー とともに し、ま

た横浜でよく 場を くようになった。 
1 に 市の島 市 と 市

の けで 市 が発足した。

の方 くりをはじめ、 は とほとんど一

体となって 自治体の に し、アド

イスしてくれたのであった。さらに 1
には、 市 による「 ー ッ

市政 一員として、 、 ラ ス、

イ リア の 自治体を、 一と一

にまわってくれたものであった。 して、

ー では ・ ビ 設 の 合

を見に行ったものだった。 
1 、東京に 部 事が

生し、 も 下も 部都政を するこ

ととなった。 して都 事 書になった

の 「 界 の の の い

で、 下は 1 の都の「中 の

に し、 の後の 1 の 部の 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

「 場と の東京 の にたずさわ 
った。 こで された「都 と「 ビ

・ ムの実現 の ラ は、 と  
下が 案し 体 したものであった。さらに

1 には、 と 人で、 市 の

「 都市 くり ビ ・ ム

のために の 案を くった。 はこうし

た と実 の経 を まえて体 し、

1 1 に ビ ・ ムの 東

大出 と 都市政 を える

書 の を出 した。 
最後に の ードをもう一 して

おきたい。 下は 首 の政 に いては、

常に 的な を さないアド イ ーの

を していた。1 の 市

後の 上で、 は「 自治体と

いっても、 の のように が いだ

けで、首から下は保守と わらない ではな

いかといった。 うしたら当時の の

市 の一人と口 になり、本 で 合いに

な うとしたことがあった。 はあわてて

めにはいった。 人とも が し っていた

としても、 には にはいっても な

る 者らしくない、 と行 を んずる

さかんなとこ もあり、 うしたざっく

らんな性格もあった き日の時 の 下を

かしく いだすのである。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
学 大学教授  

故 下さんは、 い 、あるいは を か ていると う

が、1 の 後日本の政治・ の の時 のなかで

下さんがなにを えて、どう行 していたのかを、 が にした限

りで しておくことは、なんらかの があるのではないかと

えてしたためたものである。また、 1 月 日の「 下

一 生をおくる で、この一部を るはずのものが、 の の

体 不 で ざるを得なかった。ここで めて当時の 当者や

者に っておきたい。本 中 は した。  

松下圭一の「自治体改革・都市政策論」の源流　19



 

 
 

1 の  

( )神 県地方自治 ーの第

1 時 が、 月 1 日( )、地

で された。当日は、 人 員・

体 員 のうち の出 があっ

た。 では、 に 模 市職 の 裕

さんを 出し、 1 の事業報告及び

決 報告等が 案され可決 認された。また、

時 は 員の に う が行

われ、1 の 事と の 事が され

た。なお、 をもって 神 自治

ーの 事 を務めた上 得 さんが

し、 ー に された。 たに

事・ 事 には、自治 神 県本部特

中 執行 員の 一 さんが した。

( 員体制に いては 。) 
事業報告では、まず のうち「地方

生 神 の として、県内自治体の人

口ビ びに地方 合 に いての

報収 ・分析 業に っていることが報告

された。 では、 政分析検討 が

３ され、 政分析 トの が め

られたことが報告された。 1 段 で

は検討 での を経て された

トを、 1 月に した「地方 政

の に 者を対 に 布した

トの検 を め、より の い ト

をめざしていることが明らかにされた。 
1 は 後 という区 りの と

いうことで、「神 の 後 と 自

治体 を ー に ムを した。

「 自治体 という すら死 となり

あるなか、当時の 係者による検 の最後

の機 としての を ムとな

った。 ムでは、 自治体の業

と を明らかにし、 す き点、現 に

引き は かなど、当時の 自治体

係者から報告をもとに を めた。

は さん、 ー ー ーは

人さんが務め、 自治体の報告者として、

横浜市・上 得 さん、 崎市・ 一さ

ん、 市・ さん、神 県・ 上

一さんら の元自治体職員から れ れの

報告を受けた。( ムの は「自

治 かながわ月報 1 月 ・第 1
に 。  ) 
政 では、 合神 が神 県、

横浜市、 崎市、 模 市に対して行ってい

る、政 制 と をまとめる 政

員 にす て し、 な ・ を

行い 立案に した。 1 に い

ても３ の政 員 が かれ、 員

を経て中 員 決 されている。 
また、県内自治 ーとの に し

ては、 ムの 、自治 神

の 、 政分析検討 の 状況の報告

などを行い、 ー間の 通、 報の

などをはかってきた経過が報告された。

自治  

・ の  

部 
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報発 の ー として ーム ー の 実

に しては、 1 1 月にリ ーア

を行い、 ー ・ 料として「地

方 生 神 の 、 ども て

制 の神 の状況など分かりやすく、 報

へのアク スを容 にできるよう をした。 
決 報告では、まず 人として めら

れている決 の は たしていることが報

告された。 政的な状況では、収 が

と 付 で われており、特に 付 の

める 合は収 体の に及 など 政は

しているものの、 員の に対す

る 大対 や経 の など引き続き収

に けた 力が という認 を した。

1 決 では、経常収 で前 より

ったものの、 出を 的な執行に めた

結 、 は前 との で の

になったとの報告があった。 
なお、 員 に い した 事は 、

事１ だった。 事 には 合神 の

さんと自治 神 県本部の

さんが された。 

  
  員 体 制    

 1 月 1 日から 1 月 時 まで

 
事     一   自治 神 県本部特 執行 員 
事       合神 事務局  
事      自治 神 県本部中 執行 員  

常務 事     自治 神 県本部書  
常務 事  大    自治 神 県本部特 執行 員 

 事     人  横浜市立大 教  
 事       日本大 教  
 事    治  神 大 教  
 事      神 生 クラ 生 務 事 
 事    一  崎自治 ー 員 
 事   横    町 員 
 事    行  神 県教職員 合執行 員  
 事     横浜市 執行 員 ・横浜 執行 員  
 事       崎市 執行 員 ・ 崎 執行 員  
 事   中    自治 神 県本部 中 執行 員  
 事   大  生   
 事   口   自治 神 県本部書 次   

         元 員 
      斎     元 員 
      上  得     前神 自治 ー 事  
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第 13 回定時総会記念講演は、元朝日新聞
編集委員・前桜美林大学教授の早野透氏に

「参議院選挙をめぐる政治課題」をテーマに

講演をいただいた。 
早野氏は、6月 22日公示、7月 10日に投

開票が予定される参議院議員選挙について、

冒頭で 18歳からの選挙権に言及した。 
日本の有権者は、約 1 億 400 万人、それ
に今回から 18 歳・19 歳の約 240 万人がプ
ラスされる。80 歳以上は約 1,000 万人いて、
1 割を占める。人口が減っていく中で、18
歳・19 歳の若い世代が果たして投票に行く
のかどうか。政治や選挙にどれだけ気持ちを

向けてもらえるのかをまず注目すべき点、と

して挙げた。 
次に、安倍首相が参議院議員選挙に臨む政

策・政治的メッセージに言及する中で、特に

6月 1日の記者会見が官邸の内閣報道官によ
り仕切られ、首相の独り舞台で宣伝の場とな

り、ほとんど記者が質問できていなかった点

について懸念を表した。 
また、参議院選挙を前に消費税 10％引き
上げの時期を 2 年半先延ばしにし、2019 年
10 月とした問題に触れて、1,000 兆円の国
債を抱える国家財政を破綻させる可能性につ

いて危惧を示した。民主党・野田政権の時代、

2012 年に民・自・公の３党合意により決定
された社会保障と税の一体改革は、12 月の

総選挙で大勝した安倍総理大臣の下、2014
年 4月に消費税 8％への増税は実現した。 
しかし安倍政権は、消費税増税の方向を作

った野田政権が大敗した経験を踏まえて、

10％への引き上げを 2016 年秋まで先延ばし、
次の先延ばしはないと国民に発表し、2014
年 12 月に総選挙を行った結果、自民党 291
議席、公明党 35 議席を獲得したことから、
約 1 年半が経過した今回の参議院議員選挙
でも、選挙に勝つために同じ手口で増税の先

延ばしを決めたことに言及した。その上で、

国家意思としては国家財政破綻への懸念から、

消費税を上げなければならないはずだが、国

家意思よりも政権意思を優先した。安倍氏に

はそれだけ政権を握り続けないといけない理

由、つまり憲法改正の実現があるとした。 
一方で、消費税引き上げ先延ばしは、もと

もと民進党・岡田代表側が提案したもので、

アベノミクスの失敗を指摘しつつも、生活政

策に案外共通性があり、自民党と民進党の基

本方向が共通性を持ってしまう点を指摘した。 
アベノミクスについては、安倍政権が 26
万人の雇用を増やし、生活の基本的な安定を

保障したと自慢しているが、非正規も 18 万
人増加している点、賃金水準についても正規

33 万円に対し、非正規で 25 万円と約 10 万
円の差がある点からも基本的なところの不安

がそのまま残っているとの見解を示した。そ

うした中で、安倍政権の支持率が一定程度で

推移しており、民進党が失敗を取り戻せてい

ない点、また小選挙区制のマイナス面を問題

提起した。 
一方で、32 の 1 人区で野党共闘が成立で

きたこと、また SEALDs やママの会など、
「子どもをころさせない社会をつくっていく」

とひらがなで語り合う、若い世代の普通の感

覚・感性が政治の力となり、安倍首相がめざ

す憲法改正を阻止していく可能性への期待を

にじませながら、講演が締め括られた。 
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  の  あ い さ  
 
 

 人神 県地方自治 ー第 1 時 1 月 1 日

におきまして、 たな 事 体制を決 いただき、 である上 前 事 現

より引き 、 事 に いたしました。まずは、 で された 事の

さんのこれまでの に し上 ます。 
自身の自治 ーとの わりは、前身である「神 県地方自治 ー

が、当時の 神 事らの びかけで設立 1 された頃より始まりました。

自治 神 県本部の下で、横浜市 での 合 を経 し、自治 運 、自治

ー運 に してきました。また直 では、自治 神 県本部 員 として、

事 の経 もさ ていただいてきました。 
地方自治 ーは、「自治 の自治 運 の場 、また、「 体、 者・

人・ 者の さん、 合をはじめとした多くの 合の 間を結 、 や政 制

くりの場 、 して、「地 と に自治体 ・ を める多くの 間の

さんの ーとしての場 として存 していると えています。来 には設立

を える事になります。 よりも、設立以 、県内 の多くの方々に えられ 日

はあります。多くの 間を結 場の 続、 して 実・ 大をめざしたいと えます。 
さて、地方分 ・自治を取り く状況はどうでし うか。 で規 された「地方自

治の本 に って められていると えるのでし うか。ともすると、地方自治体は

中 政府の下に置かれた「 体 になっていないでし うか。中 を し、

の対 としての への「 体自治 にすり えられていないでし うか。 の行

方が への な へと か ない状況が されます。「 自治 により分 ・

自治を の に、 や な生 を の に取り すことが められていると

えます。 
まず第一 として、これまでの自治 ーのとりく の 続の上に、 で確認

された事業 に って 的に を めたいと えます。 のためには、引き続き

多くの さんの 力が です。 しい 事 への 力をよ しくお いし、

のあいさ といたします。 
 

神 県地方自治 ー 
事     一  
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の と 部  

  
1 月 第 1 の「神 県・市町村の 人口ビ を 人口

ビ に いてのいく かの に いて、以下のとおり りがありましたので、

ここにお びして いたします。 
 

 
 

 1                       
11 行      「 町は 、   「 町、 町、 村は 、  

  1 ～1 行    「 町を き、     「 町、 町、 村を き、  
 
 

     神奈川県 ン   のうち、 
町の数 部分 

 
 の 行 1 のとこ  
  「横浜市、 市、 町 の次に、「 町、 村 を 。 
 の ～ 行 1 のとこ  

「 の は、 。 以下に次の 章を 。 
「 崎市は として までに合 特 出生 を した場合の数  

リ １ を 。  
 の 行 のとこ  
  「横浜市、 市、 市、 町 の次に、「 町、 村 を 。 

 
 

なお、 料 1 の を 後の を当 ーの サイト内 
「神 県内の市町村 人口ビ  

1 1  に 。 
 

自治体名 人口展望（Ａ）
2010年国
調人口
（Ｂ）

推計人口
（Ｃ）

Ｃ－Ｂ Ａ－Ｂ Ａ－Ｃ

〔誤〕
愛川町 29,569 42,089 25,010 -17,079 -12,520 4,559

〔正〕
愛川町 35,000 33,655 35,000 -8,434 -7,089 1,345
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 編集後記

　本誌では、鳴海正泰先生が若き日の松下圭一先生を回顧した原稿を扱い、極めて幸運な機会

に恵まれた。お二人は、今日の地方分権思想の基底をなす「自治体学」の実践・普及に意欲的に

取り組まれた偉大な先達として知られるが、壮年期に互いの刺激を受けながら昇華し合い、かつ

固い友情で結ばれる関係にあったことは、自治体関係者の間であまり広く知られてはいない。

貴重なエピソードとの遭遇であった。

　奇しくも編集作業の最中に、日本政治史が専門の研究者により『革新自治体』と題した新書

が発売され、その中で、飛鳥田市政の誕生を革新自治体の時代の始まりとする説が、革新市長

の雄として飛鳥田氏を神格化する動きと結びついた「歴史の偽造」だと指摘する表現を発見し、

いささか憤りを覚えた。自治体研究では、「革新政党」と「革新自治体」の「革新」が示す内容

を異なる文脈で理解する。研究者が歴史を一断面で捉えて分析・評価を行うならば、大局的な

見地と表現にも注意を払うべきであろう。松下先生が「自治体改革」という造語に込めた意味

に思いを馳せ、先生が赤字で埋め尽くした校正原稿を懐かしみながら、人は言葉を洗練する作

業を通じ思考を深めていくもの、という意を強くしている。  

（谷本有美子）



１. 誰でも会員になれます。

２.  申込書は自治研センター事務局にあり

ます。会費は個人会員月 1,000 円、賛助会

員月 700 円のどちらかを選び、１年分を

そえてお申しこみください。

３.  詳細は自治研センター事務局

☎ 045（251）9721へご連絡ください。

１.  自治研センターの「自治研かながわ月報」

が送られます。

２.  「月刊自治研」（自治労本部自治研推進委

員会発行・Ａ５版・80 ページ程度・定価

822 円）が毎月無料で購読できます。

３.  自治研センターの資料集が活用でき、

調査研究会などに参加できます。
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